
公 募  

 
関東管区行政評価局では、行政相談として、国民の方から国の行政に関する苦情や意見・

要望を受け付け、公正・中立な立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決

や実現の促進を図るとともに、行政の制度及び運営の改善に活かしています。 
近年、地域社会の変容が進み、安全・安心に関わる問題が頻発するとともに、行政への

不信が高まる中で、国民からの苦情や意見・要望は、医療保険・年金、社会福祉を始め、

様々な分野にわたり、多様な関係法令をよく理解した上で処理に当たることが求められて

います。 
このような状況を踏まえ、行政相談の事案処理体制の強化、質的向上を図るため、法律

的専門知識を有する職員を募集することとしています。募集要項は次のとおりです。 
 
【募集要項】 

・職務内容 １．行政相談事案の受付・処理のほか、行政苦情救済推進会議（※）に付議

する事案の選定・分析・改善方策の検討等の判断の困難な事案、処理に

当たり制度等について深い知識を必要とする事案の処理 

２．行政相談事案の処理に当たって必要となる法律的知識の提供 

３．行政相談端緒の行政評価・監視の企画立案、調査 

（※）民間有識者で構成される会議。総務省に寄せられた相談のうち、国の行政の制度・

運営の基本に関するもので、解決が困難なものについて付議し、その意見を踏まえる

ことにより、国民的立場に立った苦情の救済を図る。 

・募集人員 若干名  

・募集対象 以下のいずれかに該当している方 

１．法科大学院など専門職大学院を含む大学院修了者（見込みを含む）であ

って、行政法や判例解釈の研究実務に取り組まれてきた者 

２．上記に準ずる学歴や研究実務に取り組まれてきた者 
なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。 

１．日本国籍を有しない者 

２．国家公務員法第 38条の規定により国家公務員になることができない者 

○ 成年被後見人、被保佐人 

○ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日か

ら２年を経過しない者 

○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

・勤務時間 通常の勤務時間は９時から 17時 45分まで（土日祝日を除く。） 



・勤 務 地 ①関東管区行政評価局（埼玉県さいたま市中央区新都心 1－1 さいたま新都心

合同庁舎第１号館） 

      ②東京行政評価事務所（東京都新宿区百人町 3－28－8 新宿地方合同庁舎） 

・雇用期間 平成 25年４月１日から 27年３月 31日まで。 

・賃金支払日 原則として毎月 16日      

・賃  金 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成 12年法律第 125

号。以下「任期付職員法」という。）に基づき支給。 

・通勤手当 職員に準じて支給。 

・退職手当 職員に準じて支給。 

・加入保険等 総務省共済に加入。 

・住   宅 無 

・採用形態 任期付職員法に基づき、常勤の国家公務員として採用。 

・身  分 国家公務員法等の適用を受けます（国家公務員としての守秘義務、職務専念

義務、営利企業への就職の制限等が課せられます。）。 

・応募方法 以下の応募書類を下記送付先まで郵送願います（平成 25年２月８日（金） 

必着）。 

      ○履歴書（様式不問。ただし、学歴や職務経歴が網羅されているもの） 

写真（印刷不可。３か月以内に撮影したもの）を添付したもの 

なお、応募書類の郵送に先立ち、必ず下記問い合わせ先に電話にて応募する

旨連絡願います。 

書類審査の上、面接日時をこちらから通知いたします。 

・そ の 他 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類等の返却はいたしま

せん。 

‹履歴書の送付先・問い合わせ先› 

〒330-9717 

 埼玉県さいたま市中央区新都心 1－1 さいたま新都

心合同庁舎第１号館 

関東管区行政評価局総務課 

 任期付職員募集担当（稲森、下田） 

 （代）048-600-2300  内線 3011、3017 

 


